
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  転院搬送における救急車の適正利用に 

  係る転院搬送要請マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

平成２９年４月 

   鳥取県救急搬送高度化推進協議会 

 

 



傷病者の引継ぎ終了後、転

院搬送を開始します。 

                      

搬送を開始します 

 

転院搬送要請マニュアル 

＜転院搬送の要件＞ 

   ①緊急に処置が必要である。 

Ａ  ②高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要である。 

③要請元医療機関での治療が困難である。 

Ｂ  ④病院所有の救急車や患者搬送車が使用できない等、他の搬送手段が活

用できない。 

＜転院搬送要請フローチャート＞  

※消防防災ヘリによる転院搬送については適用しないものとする。 

 

要請元医療機関の医師の判断 

としてＡの全てを満たすか 

（転院先と連絡調整） 

  

  YES 

                                     NO 

    Ｂに該当しますか 患者等搬送事業者・ 

                       タクシー・自家用車等 

                          で転院してください 

   YES                                                 

 

    １１９番通報する 

 

 

                  NO  救急車による転院搬送引継書 

 医師又は看護師が同乗しますか      に必要事項を記載してください 

                      

   YES  

                                            速やかに転院を行うための 

 速やかに転院を行うための事前準備     事前準備を行ってください 

を行ってください              

 

 

 救急隊員に転院搬送引継書を 

 医師又は看護師が同乗した後、       渡し、継続処置について指示 

 転院搬送を開始します           してください 

                       

 

※原則、要請元の医師が同乗するものとする。 

ただし、医師が病状管理の必要がないと認める 

時は、医師の指示を受けた看護師を同乗させる。 


